


日 高 信 用 金 庫 

年 金 受 給 者 向 け 優 遇 金 利 預 金 「 ふ れ 愛 定 期 預 金 」 商 品 説 明 書  令和８年１月５日現在 

項  目 内       容 

商品名称 年金受給者向け優遇金利預金「ふれ愛定期預金」 愛称：ふれ愛定期 

ご利用店舗 当金庫の全営業店。 

ご利用頂ける方 ・当金庫で対象となる公的年金をお受け取りいただいている方。 

※ 対象となる年金は、厚生年金・国民年金・共済年金・企業年金などが対象となります。なお、個人年

金（保険会社で加入する個人年金保険など）は対象となりません。 

 ※ 対象となる年金は、ご本人様名義のみとし、家族名義等は対象となりません。 

・対象となる公的年金の受け取りを当金庫に指定された方。 

・年金受取指定金融機関を当金庫へ変更手続きされた方。 

・当金庫を年金受取指定金融機関として裁定請求書を提出された方。 

 ※ 「裁定請求書」または「支払機関変更届」のご提示をお願いいたします。 

・本商品をご利用期間中、当金庫で継続して年金をお受け取りいただける方。 

ご預金の種類 ・お預入れ期間が１年もののスーパー定期預金（自動継続定期預金・元金継続扱い）となります。 

・本定期預金の満期日の前々月の月末を基準日として、その基準日現在で過去３ヵ月以内に年金のお振込実績

がある方は、満期日に「ふれ愛定期」として自動継続します。その場合、継続日におけるふれ愛定期の店

頭表示利率が適用となります。また、同基準日現在で過去３ヵ月以内に年金のお振込実績がない方は、満

期後は一般のスーパー定期預金（１年もの）として自動継続し、自動継続後の利率は継続日における一般

のスーパー定期預金（預入金額に応じて 300 万円未満または 300 万円以上・１年もの）の店頭表示利率

が適用となります。 

お預入れ （1）預入方法：ご契約時に一括してお預入れいただきます。 

（2）預入金額：1,000 円以上 500 万円以内となります。 

（3）預入単位：1 円となります。 

お利息 （1）適用利率：お預入日の店頭に表示するスーパー定期預金 300 万円以上 1 年もの利率に 0.10%上乗せ

した利率が適用され、固定金利となります。 

※ 当金庫の金利情報は、店頭備付の金利表示ボードまたは当金庫ホームページをご覧い

ただくか、店頭にお問い合わせください。 

※ 上乗せ利率については、金利情勢等により変更となる場合があります。 

（2）利払方法：満期日にご指定の口座へ入金します。 

（3）計算方法：付利単位を 1 円とし、1 年を 365 日とする日割計算します。 

（4）課  税：お利息には 20.315％（国税１５％、復興特別所得税 0.315%、地方税５％）の税金が徴

収されます。※マル優制度をご利用できるお客さまは、非課税とすることができます。 

（5）継続後利率：満期日の前々月の月末を基準日として、その基準日現在で過去３ヵ月以内に年金のお振込み 

実績がある方は継続日における「ふれ愛定期」の店頭表示金利が適用となります。 

同基準日現在で過去３ヵ月以内に年金のお振込実績がない方は、継続日の預入金額に応じて 

下記のとおりとなります。 

＜預入金額３00 万円未満＞スーパー定期預金（300 万円未満・１年もの）店頭表示金利 

＜預入金額３00 万円以上＞スーパー定期預金（300 万円以上・１年もの）店頭表示金利 

期限前解約時の 

お取扱い 
この預金は期限前解約ができません。やむを得ず期限前に解約する場合は、お預入れ期間に応じて、下表の期

限前解約利率により利息計算します。なお、6 カ月以上 1 年未満の解約利率が普通預金の利率を下回る場合

には普通預金の利率が下限となります。 

・６カ月未満・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 

・６カ月以上１年未満・・・・・約定利率×５０％ 

苦情処理装置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または経営管理部コンプライアンス課(9 時～17 時、電話：

0120-078-390)にお申し出ください。 

紛争解決措置 札幌弁護士会(電話：011-251-7730)、東京弁護士会(電話：03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話：

03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話：03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図るこ

とも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記経営管理部コンプライアンス課、全

国しんきん相談所(9 時～17 時、電話：03-3517-5825)または北海道地区しんきん相談所(9 時～17 時、

電話：011-221-3273)にお申し出ください。なお、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能で

す。東京三弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客様もご利用いただけます。その際には、

現地調停、移管調停の方法により、お客様のアクセスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁センター等を利用

することもできます。詳しくは、当金庫ホームページをご覧いただくか東京三弁護士会、全国しんきん相談

所または当金庫経営管理部コンプライアンス課へお問い合わせ下さい。 

その他の事項 ・基準日において年金のお振込み実績が確認できない場合は、スーパー定期１年ものとして自動継続され、預

入金額に応じてスーパー定期１年もの３００万円未満または 300 万円以上の店頭表示利率が適用となり

ます。 

・この定期預金は証書式によりお預入れできます。 

・この定期預金は総合口座の担保定期とすることはできません。 

・この定期預金は、預金保険制度の対象商品です。同制度による保護対象預金と合算して、1 預金者あたり元

本 1,000 万円とその利息が保護されます。 

・その他の詳細につきましては、当金庫本支店窓口へお問い合わせください。 

 


